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議案第21号 農地法第５条許可申請について

議案第22号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について



議 長 只今より平成２５年度第６回錦江町農業委員会定例総会の会議を開会いたします。

本日の総会は、厚ヶ瀬委員から欠席の届け出がありましたが、委員２０名中１９名出席
で、定足数に達しており）、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により総会は成立し
ていることをお知らせします。

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会議録署名
委員に１６番畠中委員と１７番寺田委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたしま
す。

次に事務局から会務報告と説明をお願いいたします。

事務局 （会務報告と説明）

議 長 只今の会務報告について、ご質問ございませんか。

全委員 （発言なし）

議 長 ないようでありますので、以上で会務報告を終わります。
それでは附議事項に入ります。
議案第２０号 「農地法第３条許可申請について」 を議題とします。

事務局の説明をお願いいたします。

事務局 議案第２０号 「農地法第３条許可申請について」 説明します。
受付番号１４号の譲渡人は Ｍ・Ｅ さん Ｓ自治会の方です。一方、譲受人は Ｔ・

Ｍ さん Ｓ自治会の方です。この申請は、贈与による所有権移転となっています。申請
地は、

・神川字東大久保４０５３番１４、地目は台帳、現況ともに畑、地積は８４９㎡です。
譲受人の Ｔ さんの経営規模は、世帯員２、労働力２で、年間従事ができるよう記

載があり、農地面積は自作地２２，８８６㎡で、農地取得要件の下限面積も問題ありませ
ん。甘藷、水稲を主に経営をされています。農業機械の所有状況は、トラクター、耕うん
機となっています。

この農地は、永年、 Ｔ さんが耕作されてきたとのことです。
担当調査委員は１３番の鮫島委員です。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、１３番鮫島委員、調査報告をお願いいたしま
す。

13番
鮫島委員

報告いたします。
この農地は、桜原から鹿屋に抜ける道路沿いにあり、 Ｍ さんのお父さんの時代から

Ｔ さんが耕作されていたようです。
Ｍ さんのお父さんが、１０数年前に亡くなられて、その後も Ｔ さんが耕作されて

いましたけれども、今回、贈与ということになったものです。
Ｔ さんは高齢ではありますけれども、事務局から説明があったとおり、甘藷や米、野

菜などを作っておられ、農地の取得要件も問題はないかと思います。審議の方をよろしく
お願いします。 以上です。

議 長 ただ今、担当委員から調査報告がありましたが、受付番号１４号について、質問、異議
等はございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。 議案第２０号 「農地法第３条許可申請について」 を採決し
ます。

お諮りします。 議案第２０号は、原案のとおり許可することに異議ありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、議案第２０号 「農地法第３条許可申請につい
て」 は、原案のとおり許可することに決定しました。



議 長 次に 議案第２１号 「農地法第５条許可申請について」 を議題とします。
事務局の説明をお願いいたします。

事務局 議案第２１号 「農地法第５条許可申請について」 説明します。
受付番号３号の借り人は、 Ｍ 、Ｋ市に本拠を置く事業体です。 一方貸し人は、

Ｕ・Ｋ さん、Ｋ自治会の方と Ｕ・Ｔ さん、 Ｋ さんの息子さんですが、Ｋ市に在
住されています。

申請地は、
・神川字守土３８６６番４、地目が台帳、現況ともに畑、地積が、８，６９７㎡、
次が、神川字守土３８７１番、地目が台帳、現況ともに畑、地積が、９，９４９㎡、
次が、神川字守土３８７２番１、地目が台帳、現況ともに畑、地積が、１，２５７㎡、
次が、神川字守土３８７５番、地目が台帳、現況ともに畑、地積が、３，７３３㎡

で、４筆の合計は、２３，６３６㎡となります。
土地の名義人は、３番目の３８７２番１が、 Ｕ・Ｔ さんで、その他の３筆は、

Ｕ・Ｋ さんとなっています。
転用の目的につきましては、太陽光発電のために太陽光発電用パネルを設置する用地に

変更するものです。
本日の資料の６ページから、申請地の位置図、太陽電池パネル配置図等の写しを、また

別添で事業計画書を添付してありますので確認をお願いします。
農地の区分につきましては、農業振興地域内でありますが、農用地区分では区域外と

なっています。
なお、この受付番号３号につきましては、転用申請面積が２ヘクタールを超えています

ので、県知事への進達が要件となります。
担当調査委員は１９番の徳永委員です。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、１９番徳永委員、調査報告をお願いいたしま
す。

19番
徳永委員

報告いたします。
現地調査を１７日に、会長と事務局２人の立会いの下、申請者の出席を求めて行いまし

た。申請者側からは、会社の関係者２名が来られて、説明を受けました。
場所は、皆倉の砕石場から国道を挟んだ山の上の方で、鹿屋市との境になります。
現地は、段々畑の茶畑で、道幅も狭く、周囲は、畑と山林で、道の西側には、Ｋ市の農

家の方が管理されている茶畑があります。
Ｕ・Ｋ さんのご主人は、生前、大工と茶づくりをされていましたが、５年前に亡くな

られ、 Ｍ さんという方と平成２５年１２月までの契約で利用権設定を結ばれていまし
たが、平成２４年６月に合意解約され、その後、 Ⅰ さんという方と相対の賃貸契約を
されましたが、 Ｕ さんの方から太陽光発電をしたいとの話を持ち出されて、 Ⅰ さ
んの方が茶園の管理をしなくなられたようです。

現在は、茶園の中に草が生え、放任状態になっています。
申請者の方は、 Ｕ さんと Ⅰ さんの間に立って話し合いはされてきたとのことで

した。
以上で調査報告は終わりますが、審議の中で質問してくだされば、お答えします。

議 長 ただ今、担当委員から調査報告がありましたが、受付番号３号について、質問、異議等
はございませんか。

7番
牧原委員

ここは、茶畑で、去年３人で見て回った時は、きれいな茶畑だったんだけど・・・。
他の人に対しても、このようなことで良いのかと思う。農地にソーラーを設置できると

いう前例をつくってしまうことにならないか心配だよね。

事務局 補足します。
ここ周辺の農地面積は、申請地を含めて、錦江町内に約３町６反、鹿屋市側に約４町３

反で、８町歩弱のまとまりはありますが、農地の転用許可基準では、第２種農地に区分さ
れ、代替地の検討がされ、周辺の他の土地に立地することができない場合は許可できると
なっています。１０ｈａ以上のまとまりのある集団地や公共事業で開発や区画整理が行わ
れたところは、第１種農地となるため許可できません。ただし、今回の案件は、申請面積
が２ｈａを超えていますので、県知事へ進達が要件となります。



7番
牧原委員

この辺は、茶には適地で、前はかなりの収入もあったと思うが。
ここの茶園なら作りたいという農家はいないの。

18番
安水委員

人・農地プランで、町が借り上げて、希望者に貸すとかはできないの。

事務局 ここの申請面積は、４筆で２３，６３６㎡ですが、茶園は１３枚あり、全ての茶園で機
械化がされていますが、道幅が狭く、法面も高く、作業効率は良くなかったのではないか
と思います。最近は、お茶の価格も低迷し、生産意欲が減退している状況の中では、１０
ａで ○○円という借地料は、茶園として借りる人はいないと思います。最近は、高いと
ころでも △△円位ですので、茶園の借地料は。

地権者もこの借地料が魅力的だったのではないかと思います。

7番
牧原委員

それにしても、もったいないよなあ・・・。
農業委員会として反対はできなのけ。
これからも、ソーラーの申請が出てきたら、全部賛成して、通していかなければならな

いのけ。 それでいいのけ。

4番
木原委員

農業委員会は、申請の内容が農地法や許可基準の要件を満たしているか、書類がそろっ
ているかを審査するのであって、賛成とか反対の意見を求めるところじゃないので、要件
を満たしていれば許可することになるんじゃないの。

この場合も許可できるということなので、それでしようがないんじゃないかなあと思う
けど。

事務局 事務局としましても、１種農地や改良事業などの公共事業が入っているところは、転用
はできないとはっきり伝えていますが、２種農地の場合、要件を満たして、書類がそろっ
ていれば、受け付けざるを得ないと思っています。

それから、業者さんの方は、この土地を買いたかったようですけれども、地主さんが今
は売らないということで借りることになったようです。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。 議案第２１号 「農地法第５条許可申請について」 を採決し
ます。

お諮りします。 議案第２１号は、県知事へ進達することに異議ありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、 議案第２１号 「農地法第５条許可申請につ
いて」 は、原案に意見書を付して県知事へ進達することに決定しました。

議 長 次に 議案第２２号 「農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利
用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」 を議題とします。

会議資料のとおり、今回は、３７筆の利用集積計画について審議しなければなりません
ので、事務局の説明と担当委員の調査報告、質疑等を３回に分けて行い、最後に一括して
議決を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

全委員 異議なし。

議 長 異議なしと認めます。
それでは、受付番号５３号から６１号について、事務局の説明をお願いいたします。

事務局 議案第２２号 「農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集積計画
（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」 説明いたします。



事務局 まず、受付番号５３号から５５号につきましては、貸し人、借り人共に同一ですので、
続けて説明いたします。

この３件の貸し人は、 Ｈ・Ｔ さん、Ｋ自治会の方です。
申請地は、
５３号が、城元字不動ヶ上２５４８番、現況地目は畑、地積は、１，３７２㎡、
５４号が、城元字不動ヶ上２５５０番、現況地目は畑、地積は、１，８７５㎡、
５５号が、城元字不動ヶ上２５５１番、現況地目は畑、地積は、３，５６７㎡の内、

１，５９０㎡で、３筆の合計は、４，８３７㎡となります。
貸付期間は、平成２５年１２月１５日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、全

部で ○○円となっています。
借り人は、 Ｈ・Ｈ さん、Ｍ自治会の方です。経営規模は、構成員２、従事者２、雇

用は７人で年間延べ２８０日、自作地１１，０１８㎡、小作地３５，４８９㎡で、米、イ
ンゲン、バレイショを主体にした経営をされています。

農業従事日数は２８０日、農業機械の所有状況は、トラック２台、乾燥機３台、コンバ
イン、タイヤショベル、トラクターが、それぞれ１台となっています。

担当調査委員は、４番の木原委員です。

次に、受付番号５６号につきましては、貸し人が、 Ｏ・Ｒ さん、Ｓ自治会の方で
す。 申請地は、

・田代麓字拂川９４番、現況地目は田、地積は、１，１４３㎡です。
貸付期間は、平成２５年１２月１５日から平成３０年１２月１４日まで、小作料は、米

○○㎏ ○袋となっています。
借り人は、 Ｋ・Ｍ さん、Ｓ自治会の方です。経営規模は、構成員２、従事者１、自

作地１，５４９㎡、小作地１，７９５㎡で、米、園芸作物を主体にした経営をされていま
す。

農業従事日数は１６０日、農業機械の所有状況は、トラクター、田植え機、動噴、軽ト
ラックが、それぞれ１台となっています。

次に、受付番号５７号につきましては、貸し人が、 Ｋ・Ｔ さん、Ｎ自治会の方で
す。 申請地は、

・田代麓字溝下６５６番、現況地目は田、地積は、９５４㎡です。
貸付期間は平成２５年１２月１５日から平成３０年１２月１４日まで、使用貸借のため

小作料は、発生しません。
借り人は、 Ｔ・Ｋ さん、Ｔ自治会の方です。経営規模は、構成員４、従事者２、自

作地２３，２７８㎡、小作地１４，３６０㎡で、主に米と生産牛用の飼料作物を生産され
ています。

農業従事日数は３００日、農業機械の所有状況は、トラクター３台、大型モアー、マニ
アスプレッダ、ヘーベーラが、それぞれ１台とトラック 他となっています。

次に、受付番号５８号から６０号につきましては、貸し人、借り人共に同一ですので、
続けて説明いたします。

この３件の貸し人は、 Ｋ・Ｍ さん、Ｋ自治会の方です。
申請地は、
５８号が、田代麓字溝下６４０番１、現況地目は田、地積は、１，２４８㎡、
５９号が、田代麓字溝下６４１番、現況地目は田、地積は、９１２㎡、
６０号が、田代麓字溝下６４２番、現況地目は田、地積は、５８５㎡ で、

３筆の合計は、２，７４５㎡となります。
貸付期間は、平成２５年１２月１５日から平成３０年１２月１４日まで、使用貸借のた

め小作料は発生しません。
借り人は、 Ｔ・Ｋ さんで、経営規模、農業機械の所有状況等につきましては、５７

号で説明したとおりであります。
ただ今説明しました受付番号５６号から６０号の担当調査員は、８番の鍋委員です。



事務局 次に、受付番号６１号につきましては、貸し人が、 Ｋ・Ｓ さん、Ｈ自治会の方で
す。 申請地は、

・田代麓字小田２５４３番１、現況地目は田、地積は、１，２８３㎡です。
貸付期間は、平成２５年１０月１日から平成３０年１２月１４日まで、小作料は、○○

円となっています。
借り人は、 Ⅰ・Ｙ さん、 Ｈ 自治会の方です。経営規模は、構成員１、従事者

１、小作地１６，５６１㎡で、生産牛を飼育され、主に、飼料用作物を生産されていま
す。

農業従事日数は３４０日、農業機械の所有状況は、トラクター２台の他、ショベル、
ロールベーラ、ラッピングマシン、モアー、テッダ、軽トラ、ヘイメーカが、それぞれ１
台となっています。

担当調査委員は、９番の樋渡委員です。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、担当調査委員の報告をお願いします。
初めに、受付番号５３号から５５号について、４番木原委員、お願いいたします。

4番
木原委員

報告いたします。
受付番号５３号から５５号につきましては、利用権設定の更新になります。
内容については、事務局から説明があったとおりであります。
Ｈ さんも農地の管理はちゃんとされていますので、何ら問題はないと思います。
よろしくお願いします。 以上です。

議 長 ありがとうございました。
次に、受付番号５６号から６０号について、８番鍋委員、お願いいたします。

8番
鍋委員

報告します。
まず、受付番号５６号の Ｋ・Ｍ さんは、園芸作物はかぼちゃ、いんげんを作ってお

られます。 Ｏ さんの方から Ｋ・Ｍ さんに作ってほしいということで指名がありま
した。

受付番号５７号から６０号の借り人の Ｔ・Ｋ さんは、７５歳と高齢ではあります
が、現在も１５頭の牛を飼われていて、普段は、奥さんと農作業や牛の世話をされていま
すが、飼料の取入れなど農作業が忙しいときは、同居している息子さんも手伝いをされて
います。

経営内容については何ら問題はないと思います。 以上で終わります。

議 長 ありがとうございました。
次に、受付番号６１号について、９番樋渡委員、お願いいたします。

9番
樋渡委員

報告します。
借り人の Ⅰ・Ｙ さんは、現在、Ｋで牛を飼われている方で、飼料を作るということ

で借りられるものです。今回借りる田んぼは湿田ということで、小作料は、周辺が ○○
円のところを △△円にしました。

経営の状況については、説明があったとおりです。 よろしくお願いします。
以上で、報告を終わります。

議 長 ただ今、担当委員から調査報告がありましたが、受付番号５３号から６１号について、
質問、異議等はございませんか。

7番
牧原委員

Ｓ さんな、小作ばっかいじゃが、Ｔ の人な。

9番
樋渡委員

Ⅰ さんは、元は Ｎ に勤めていて、そこをやめてから、 Ｔ で、牛を飼っていま
す。

出身は、 Ｈ で、奥さんの実家が Ⅰ です。



議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。
次に、受付番号６２号から７５号について、事務局の説明をお願いいたします。

事務局 説明いたします。
受付番号６２号から６７号につきましては、貸し人、借り人共に同一ですので、続けて

説明いたします。
この６件の貸し人は、 Ⅰ・Ｋ さん、Ｓ自治会の方です。
申請地は、
６２号が、田代川原字瀬戸口４１４７番１５、現況地目は田、地積は、５５１㎡、
６３号が、田代川原字瀬戸口４１４７番２５、現況地目は田、地積は、５００㎡、
６４号が、田代川原字瀬戸口４１４７番２６、現況地目は田、地積は、３７９㎡、
６５号が、田代川原字瀬戸口４１４７番２８、現況地目は田、地積は、５１９㎡、
６６号が、田代川原字瀬戸口４１４７番２９、現況地目は田、地積は、５７１㎡、
６７号が、田代川原字瀬戸口４１４７番３０、現況地目は田、地積は、３３８㎡ で、

６筆の合計は、２，８５８㎡となります。
貸付期間は、平成２５年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、全部

で ○○円となっています。
借り人は、 Ｎ・Ｎ さん、Ｏ自治会の方です。経営規模は、構成員１、従事者１、自

作地１，２６８㎡で、米、バレイショを主体にした経営をされています。
農業従事日数は２００日、農業機械の所有状況は、軽トラック、トラクター、耕うん

機、田植え機、バインダーが、それぞれ１台となっています。
担当調査委員は、１０番の平原委員です。

次に、受付番号６８号から７５号につきましても、貸し人、借り人共に同一ですので、
続けて説明いたします。

この８件の貸し人は、 Ｍ・Ｙ さん、Ｋ市在住の方です。 申請地は、
６８号が、神川字石ヶ峯８２６２番、現況地目は畑、地積は、１，０３１㎡、
６９号が、神川字石ヶ峯８２６３番、現況地目は畑、地積は、３９６㎡、
７０号が、神川字石ヶ峯８２６７番、現況地目は畑、地積は、１，００１㎡、
７１号が、神川字桜原８３８３番、現況地目は畑、地積は、９０９㎡、
７２号が、神川字桜原８３８４番、現況地目は畑、地積は、９３２㎡、
７３号が、神川字桜原８３８５番、現況地目は畑、地積は、９１５㎡、
７４号が、神川字桜原８３８６番、現況地目は畑、地積は、８９５㎡、
７５号が、神川字桜原８３８７番、現況地目は畑、地積は、８３６㎡ で、

８筆の合計は、６，９１５㎡となります。
貸付期間は、平成２５年１０月１日から平成３５年１２月１４日まで、経営移譲年金受

給のための親子間による利用権設定のため小作料は発生しません。
借り人は、 Ｍ・Ｙ さん、Ｋ市在住の方です。経営規模は、構成員５、従事者２、雇

用は７人で年間延べ５００日、自作地１１５，８８５㎡で、茶を主体にした経営をされて
います。

農業従事日数は２５０日、農業機械の所有状況は、耕うん機、乗用摘採機、乗用薬散
機、中刈機がそれぞれ１台と１２０Ｋ型の製茶機械１ラインとなっています。

担当調査委員は、１３番の鮫島委員です。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、担当調査委員の報告をお願いします。
初めに、受付番号６２号から６７号について、１０番平原委員、お願いいたします。



10番
平原委員

報告いたします。
貸し人の Ⅰ さんと借り人の Ｎ さんは友人関係でありまして、 Ⅰ さんの方か

ら Ｎ さんにということで相談があったものです。
Ｎ さんは、兼業農家でありまして、バレイショなどを一生懸命作っておられます。農

業機械も持っておられますし、自分の農地が少ないので、管理は十分にできると思いま
す。

後は聞いてください。 終わります。

議 長 ありがとうございました。
次に、受付番号６８号から７５号について、１３番鮫島委員、お願いいたします。

13番
鮫島委員

報告します。
Ｍ・Ｙ さんは、Ｋ市の方で茶の専業農家です。
事務局からも説明がありましたように、今回経営移譲年金を受給するようになることか

ら後継者である息子さんに経営を譲ることになったものです。
Ｋ市の方に茶工場も持っておられて、茶園も大規模に経営されています。
現地も見させてもらいましたが、きれいに管理されておりました。
何ら問題はないと思います。終わります。

議 長 ただ今、担当委員から調査報告がありましたが、受付番号６２号から７５号について、
質問、異議等はございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。
ここで、しばらく休憩とします。 ２時５５分から再開します。

（休憩）

議 長 会議を再開します。
受付番号７６号から８９号について、事務局の説明をお願いいたします。

事務局 説明いたします。
受付番号７６号から７８号につきましては、貸し人、借り人共に同一ですので、続けて

説明いたします。
この３件の貸し人は、 Ｆ・Ｓ さん、Ｋ市在住の方です。 申請地は、
７６号が、城元字天神之下５０５番、現況地目は田、地積は、３１９㎡、
７７号が、城元字天神之下５０６番、現況地目は田、地積は、４２７㎡、
７８号が、城元字天神之下５０８番、現況地目は田、地積は、３０８㎡ で、
３筆の合計は、１，０５４㎡となります。
貸付期間は、平成２５年１０月１日から平成３０年１２月１４日まで、使用貸借のため

小作料は発生しません。
借り人は、 Ｋ・Ｍ さん、Ｓ自治会の方です。経営規模は、構成員４、従事者２、自

作地４，７１８㎡、小作地９，４６０㎡で、野菜を主体にした経営をされています。
農業従事日数は２００日、農業機械の所有状況は、トラック、イモ掘り機、管理機、茎

葉処理機、動噴が、それぞれ１台となっています。

次に、受付番号７９号につきましては、貸し人が、 Ｍ・Ｔ さん、Ｓ自治会の方で
す。 申請地は、

・城元字天神之下５０４番、現況地目は田、地積は、３７４㎡の内、２４㎡です。
この案件は、受付番号７６号から７８号の農地に農業機械等が乗り入れる道がなかった

ことから耕作用通路として借地するものです。
貸付期間は、平成２５年１０月１日から平成３０年１２月１４日まで、使用貸借のため

小作料は発生しません。
借り人は、 Ｋ・Ｍ さん で、経営規模、農業機械の所有状況等につきましては、７

６号から７８号のところで説明したとおりであります。



事務局 次に、受付番号８０号から８１号につきましても、貸し人、借り人共に同一ですので、
続けて説明いたします。

この２件の貸し人は、 Ｋ・Ｒ さん、Ｋ自治会の方です。 申請地は、
８０号が、城元字大田中１１２１番、現況地目は田、地積は、２４７㎡、
８１号が、城元字芝山４６１番１、現況地目は田、地積は、１，３８１㎡ で、

２筆の合計は、１，６２８㎡となります。
貸付期間は、平成２５年１０月１日から平成２８年１２月１４日まで、小作料は、米

○袋となっています。
借り人は、 Ｍ・Ｔ さん、Ｒ自治会の方です。経営規模は、構成員６、従事者２、自

作地１９，００２㎡、小作地１１，３８４㎡で、水稲、バレイショ、野菜等を主に生産さ
れています。

農業従事日数は２８０日、農業機械の所有状況は、トラック２台、トラクター２台の
他、田植え機、いも掘り機、茎葉処理機、動噴が、それぞれ１台となっています。

次に、受付番号８２号から８９号につきましても、貸し人、借り人共に同一ですので、
続けて説明いたします。

この８件の貸し人は、 Ａ・Ｍ さん、Ａ自治会の方です。 申請地は、
８２号が、神川字下平床７６６５番３、現況地目は畑、地積は、３，２９９㎡、
８３号が、神川字下平床７６６５番５、現況地目は畑、地積は、４，２８５㎡、
８４号が、神川字下平床７６６５番７、現況地目は畑、地積は、４，５５６㎡、
８５号が、神川字木原畑７６４１番２、現況地目は畑、地積は、２，６４６㎡、
８６号が、神川字差出ヶ山７６０７番４、現況地目は畑、地積は、１，８４２㎡、
８７号が、神川字差出ヶ山７６０９番１、現況地目は畑、地積は、２，４２０㎡、
８８号が、神川字下平床７６６１番１、現況地目は畑、地積は、２，３７６㎡、
８９号が、神川字下平床７６６１番２、現況地目は畑、地積は、１，７９８㎡ で、
８筆の合計は、２３，２２２㎡となります。
貸付期間は、平成２５年１０月１日から平成３０年９月３０日まで、小作料は、８筆で

○○円となっています。
借り人は、 Ｊ さん、Ｒ自治会にあります。経営規模は、構成員３、従事者１１、雇

用１で年間延べ２００日、自作地３９，６９６㎡、小作地１２３，６５１㎡で、茶を専門
に経営されています。

農業機械の所有状況は、乗用摘採機３台、乗用防除機４台、乗用中刈機３台、２tト
ラック４台、軽トラック４台となっています。

ただ今説明しました受付番号７６号から８９号の担当調査員は、１５番の落司委員で
す。 以上です。

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、担当調査委員の報告をお願いします。
１５番落司委員、お願いいたします。

15番
落司委員

報告いたします。
受付番号７６号から７８号の Ｆ さんの土地は、Ⅰの裏の方にありまして、トラク

ターが入れる道がない事から、現在は、耕うんもされていなくて、荒れている状態です。
ここを今回、 Ｋ・Ｍ さんと利用権設定するものであります。
ここへは、人は畦を通って行けますが、トラクターが入るところがない事から、その分

を７９号で、トラクターが入れるように、Ⅰのすぐ裏にある Ｍ さんの農地を借りるこ
とにしたものです。

現在、 Ｋ 内さんが管理されている農地は、どこもきれいにされていますので問題は
ないと思います。

Ｆ さんの農地の奥と横の方にも荒れているところがありましたので、ここも借りても
らえないかと Ｋ さんに相談しましたが、今回は、 Ｆ さんの分だけで良いというこ
とでした。この荒れている農地につきましては、地主の方には、草刈をしてきれいにする
ようには言ってあります。

きれいになれば、借りてもらえるのではないかと思います。



15番
落司委員

次に、受付番号８０号から８１号の貸し人の Ｋ・Ｒ さんですが、最近、ご主人が亡
くなられまして、自分では耕作ができないということで、 Ｍ・Ｔ さんと利用権設定を
することになったものです。

Ｍ さんの経営状況については、事務局の方からも説明がありましたが、水稲、バレイ
ショの他、露地野菜等を生産され、農業には一生懸命取り組んでおられます。

農地の管理もきれいにされていますので、問題はないと思います。

次の、受付番号８２号から８９号につきましては、今年の１２月までの期限で、他の人
と利用権の設定がされておりましたが、貸し人の Ａ・Ｍ さんの方から、次は、他の人
に貸したいということで、現在の借り人との間で話し合いがもたれ、次の借り人は、 Ｊ
さんとなったわけですが、茶園の管理の都合もあるので、借りるのであれば少しでも早い
方がいいということになって、現在の借り人との間では、合意解約ということで話し合い
が成立し、１０月１日から平成３０年の９月３０日までの契約となったわけです。

借り人の Ｊ さんは、皆さんもご承知のとおり、大規模に茶を経営をされる農業生産
法人であります。

報告を終わります。 よろしくお願いします。

議 長 ただ今、担当委員から調査報告がありましたが、受付番号７６号から８９号について、
質問、異議等はございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。 議案第２２号 「農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定に
よる農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」 の全般に
ついて、質問、異議等はございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。 議案第２２号 「農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定に
よる農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」 を採決し
ます。

お諮りします。 議案第２２号は、原案のとおり許可することに異議ありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。 したがいまして、 議案第２２号 「農業経営基盤強化促進法第
13条第4項の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請に
ついて」 は、原案のとおり許可することに決定しました。

以上で平成25年度第６回錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了いたしま
す。

議長
（会長）

16番

17番

議事録調整者 折久木まり子


